
政
令
第

号

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
運
送
車
両
法
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
十
一
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
千
二
百
円
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

本
則
の
表
十
一
の
項
下
欄
第
三
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

本
則
の
表
十
一
の
項
下
欄
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

二
千
百
円



本
則
の
表
十
二
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
千
二
百
円
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

本
則
の
表
十
二
の
項
下
欄
第
三
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

小
型
自
動
車

千
七
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

本
則
の
表
十
二
の
項
下
欄
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
八
百
円

本
則
の
表
十
三
の
項
下
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

小
型
自
動
車

二
千
円

二

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

本
則
の
表
十
三
の
項
下
欄
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

二
千
百
円



本
則
の
表
十
四
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
千
二
百
円
」
を
削
り
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
二
百
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

千
三
百
円

本
則
の
表
十
四
の
項
下
欄
第
三
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

小
型
自
動
車

二
千
円

ロ

検
査
対
象
軽
自
動
車

千
四
百
円

本
則
の
表
十
四
の
項
下
欄
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動
車

二
千
百
円

本
則
を
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
国
又
は
協
会
に
納
め
る
手
数
料
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
国
及
び
検
査
法
人
に
納
め
る
手
数
料
）

第
二
条

法
第
百
二
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
検
査
法
人
が
行
う
基
準
適
合
性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
動
車
検
査
証
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
一
両
に
つ



き
四
百
円
と
し
、
検
査
法
人
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
適
合
性
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

金

額

一

新
規
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
つ
て
提
出
に

代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限
る
。
）

九
百
円

二

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

千
六
百
円

ロ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自

動
車

千
七
百
円



二

継
続
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
（
法
第
九
十
四
条
の
五
の
二

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
四
条
の
五
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
へ
の
記
載
を
も
つ
て
提
出
に

代
え
る
場
合
を
含
む
。
）
が
な
い
自
動
車
に
限
る
。
）

九
百
円

二

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

千
三
百
円

ロ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自

動
車

千
四
百
円

三

構
造
等
変
更
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

小
型
自
動
車

千
六
百
円



二

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自
動

車

千
七
百
円

四

予
備
検
査
を
申
請
す
る
者

一
両
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
金
額

一

限
定
自
動
車
検
査
証
の
提
出
が
あ
る
自
動
車
（
限
定

保
安
基
準
適
合
証
の
提
出
が
な
い
自
動
車
に
限
る
。
）

九
百
円

二

そ
の
他
の
自
動
車

イ

小
型
自
動
車

千
六
百
円

ロ

小
型
自
動
車
及
び
検
査
対
象
軽
自
動
車
以
外
の
自

動
車

千
七
百
円

附

則

こ
の
政
令
は
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九

号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

自
動
車
の
検
査
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
き
、
検
査
業
務
の
高
度
化
等
を
踏
ま
え
た
適
正
化
を
図
る
と
と
も
に
、
自
動
車
検

査
独
立
行
政
法
人
法
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
自
動
車
検
査
独
立
行
政
法
人

が
行
う
基
準
適
合
性
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
国
及
び
同
法
人
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
動
車
検
査
証
の
交
付
に
係

る
手
数
料
及
び
基
準
適
合
性
審
査
に
係
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


